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里親制度、小規模住居型児童養育事業、児童自立生活援助事業、
児童家庭支援センター、被措置児童等虐待に関するＱ＆Ａ

１．里親制度について

Ｑ１ 改正前の里親制度の下で夫婦で里親に登録されている里親夫婦のうち、

里父のみが養育里親研修を受講し登録手続きが終了した場合、里母は同居

人となるのか。

Ａ 里母については、平成２２年３月３１日まで経過措置があるので養育里親とみ

なされるが、それまでに養育里親研修を受講し養育里親登録をしなければ、平成

２２年４月１日以後養育里親としての登録はなくなり、同居人となる。

Ｑ２ 改正前の里親制度の下で既登録の里親について、養育里親登録の有効期

間の起算日はどうなるのか。養育里親研修後からとなるのか。一律に平成

２１年４月１日からとなるのか。

Ａ 平成２１年３月３１日までに養育里親研修を含む登録手続きが終了した養育里

親については、平成２１年４月１日から５年間となり、平成２１年４月１日以降

に養育里親研修を含む登録手続きが終了した養育里親については、登録手続きが

終了した日から５年間となる。

Ｑ３ 養育里親研修の免除規定に 「現に養育里親登録されており、３年以上、

の委託児童の養育経験」と同等以上の能力とあるのはどのような者か。

例えば養子縁組成立後に養子として養育した期間を含めれば当該児童を

３年以上養育している場合に対象となるか。

Ａ この免除規定の対象については、例えば養子を養育した期間のみをもって一概

に判断できるものではなく、当該養育者の養育経験や児童の処遇に必要な知識等

の状況を踏まえ、都道府県において判断されたい。

Ｑ４ 更新研修のうち、施設実習が必要となる「未委託里親」とは、更新の時

点で受託していない里親全員が該当するのか。

Ａ 更新の時点で子どもを受託していなくとも、都道府県知事が要保護児童の養育

に関し一定の経験があると認めれば免除できる。

Ｑ５ 施行日において現に委託児童を養育中の里親が、施行日以降（１年間の

経過措置期間内）に養育里親研修を受講した場合、新しい里親手当はいつ

から適用されるか。

Ａ 養育里親研修を含む登録手続きが終了した日を基準とし、その日が１日なら当

該月から、その他の日なら当該月の翌月から適用となる。
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Ｑ６ 施行日において現に児童を受託しており、施行日前に養子縁組を希望す

る里親を選択している場合は、施行日（平成２１年４月分）から里親手当

がなくなるのか。

Ａ 施行日に現に子どもを委託されている里親については、養子縁組を希望する里

親を選択した場合であっても、手当額は施行日から１年間（委託解除された場合

を除く）は経過的に旧里親手当額（ 円）を支給することとしている。34,000
【別添資料Ⅰ①参照】

Ｑ７ 施行日において児童を受託しておらず、施行日までに養子縁組を希望す

る里親を選択し、施行日後に児童を受託した場合の里親手当の金額はどう

なるのか。

Ａ 施行日までに養子縁組を希望する里親を選択し、施行日後に児童が委託された

場合は、新手当額が適用となるため０円となる 【別添資料Ⅱ①参照】。

なお、施行日後に養子縁組を希望する里親を選択し、その後児童が委託された

場合も同様に０円となる 【別添資料Ⅱ②参照】。

Ｑ８ 施行日までに養育里親研修を含む改正後の養育里親として登録手続きを

終了している者が、施行日以降、養育里親として児童を受託したが、その

後事情が変わり養子縁組に向けた手続きが始まった場合の里親手当の金額

はどうなるのか。

、 。Ａ 当初は養育里親への委託となるため 新手当額が適用となり 円となる72,000
その後、養子縁組に向けた手続きが始まった場合の手当額は０円となる。

【別添資料Ⅱ④参照】

※ その他、児童を２名受託している場合の手当の取扱い等詳細については、

別添資料を参照いただきたい。

Ｑ９－① 施行日までに養育里親研修を含む改正後の養育里親として登録手続

、 、 、きを終了している者が 施行日以降 養育里親として児童を受託したが

その後事情が変わり養子縁組に向けた手続きが始まった場合の里親手当

の金額はいつから変更すればよいのか。

Ａ いったん養育里親を選択した場合は、単に里親が養子縁組を希望しているとい

う時点ではなく、養子縁組に関し、委託されている児童の実親の同意が得られた

等により 具体的に養子縁組に向けた手続き等を始める時点の属する月の翌月 １、 （

日の場合は当該月）からとする。

Ｑ９－② 「具体的に養子縁組に向けた手続き等を始める時点」とは、家庭裁

判所へ養子縁組の申立をした時点と考えればよいか？

Ａ 家庭裁判所に対して養子縁組の申し立てを行った時点と解してよい。
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Ｑ 養育里親が入院等により委託児童を監護できなくなった場合は、同居10
人が養育することとして委託を継続することは可能か。

Ａ 養育里親自身が養育できない期間や、委託児童の福祉の観点等を勘案の上、都

道府県において適切に判断していただきたい。なお、同居人による養育が長期化

する等により、養育体制が十分ではないと判断される場合には、同居人に里親登

録していただくことや、児童の措置変更等も含めて検討することとなる。

Ｑ 養子縁組を希望する里親は更新が必要なくなるというか。11

Ａ 養子縁組を希望する里親については、登録の有効期間を規定していないが、都

道府県においては定期的な当該里親の希望の把握や、必要に応じて養育里親の更

新研修を活用する等の対応をお願いしたい。

２．小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム）について

Ｑ１ 里親からファミリーホームに移行するときに、措置変更の手続きが必

要か。

Ａ 都道府県知事が委託を行う主体が里親個人からファミリーホーム事業者に変更

となることから、措置変更の手続きが必要である。

Ｑ２ ファミリーホームの整備について、国庫補助はあるのか。

Ａ 平成２１年度予算案において、ファミリーホームの施設整備費を次世代育成支

援対策施設整備交付金の対象としたところ。他の児童福祉施設の整備と同様に設

置主体が地方自治体、社会福祉法人、日本赤十字社、公益社団法人、公益財団法

人、特例社団法人又は特例財団法人の場合が対象となる （自立援助ホームにつ。

いても同様）

Ｑ３ ファミリーホームの定員は５名又は６名となっているが、現員が４名

以下になった場合は事業を休止又は廃止としなければならないのか。

Ａ 定員とは、定員で定めた人数分だけ、児童を受け入れることができる設備や体

制を整えていること言う。このため、委託児童の人数が一時的に４名以下となっ

たとしても、定員数を受け入れることができる体制が整えられており、事業者と

しても、その意思がある場合には、事業所を休止又は廃止する必要はない。

４名を超えて委託を受ける意思や体制がない場合には、小規模住居型児童養育

事業としては、休止又は廃止することになる。

、Ｑ４ １人以上の養育者が当該住居に生活の本拠を置くことになっているが

自己所有（自己の賃貸）の物件に住んでいるということが必要か。

Ａ 生活実態として当該住居に本拠を置くととしており、継続安定して当該住居に
3



居住することが可能な状況にあれば、その建物の所有権の有無や賃貸借契約の名

義等を条件とするものではない。

Ｑ５ 補助者は、養育者の配偶者又は同居親族や、別に給与所得を受けてい

る者であっても認められるか。

Ａ 児童福祉法第３４条の１５第１項各号に規定する里親の欠格事由に該当しない

者であれば認められる。

なお、当然のことながら補助者としての実態は必要である。

Ｑ６ ファミリーホームに一時保護委託を行うことは可能か。

Ａ 児童相談所において、一時保護委託先として適切と判断されれば、定員内で委

託を行うことは差し支えない。なお、定員内で一時保護委託が行われた場合には

措置費の事務費及一般生活費を日額で支弁できるほか、必要に応じてその他事業

費を支弁できるととしている。

３．児童自立生活援助事業（自立援助ホーム）について

Ｑ１ 自立援助ホームの利用の申込みについて、申込みを受けた都道府県の

区域外の自立援助ホームの利用の希望である場合、入居は可能か。

Ａ 都道府県の区域外の自立援助ホームの利用を希望する者の申込みを受けた都道

府県は、当該自立援助ホームを所管する都道府県と必要な連絡及び調整を図らな

ければならないとされているところである。したがって、調整が整えば申込先の

都道府県の区域外の自立援助ホームに入居することは可能である。

なお、措置費の支弁については、原則として申込みを受けた都道府県が支弁す

ることとするが、都道府県同士の協議による場合はこの限りではない。

Ｑ２ 家庭裁判所からの補導委託等による入居は認められるか。認められる

場合、措置費の対象児童となるか。

Ａ 補導委託等による入居については、定員内であること等、児童自立生活援助事

業の実施に支障のない範囲であれば差し支えない。ただし、当該児童は措置費支

弁の対象とはならない。

Ｑ３ 事務費及び事業費の支弁の基準が、月初日の実人員数とのことだが、

月途中に委託した場合に、日割計算を適用するのか。

Ａ 事務費及び事業費については、月初日の実人員分について月額単価を支払うこ

ととしており、日割計算は適用しない。
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Ｑ４ 自立援助ホームに一時保護委託を行うことは可能か。

Ａ 児童相談所において、一時保護委託先として適切と判断されれば、定員内で委

託を行うことは差し支えない。なお、定員内で一時保護委託が行われた場合には

措置費の事務費及一般生活費を日額で支弁できるほか、必要に応じてその他事業

費を支弁できるととしている。

４．児童家庭支援センターについて

Ｑ１ 児童家庭支援センターについて、施設附置の要件が撤廃されるが、新

たな要件の規定はあるか。

Ａ 法改正後は、都道府県知事が児童福祉法第２７条第１項第２項による指導委託

先としても適切な水準の専門性を有する機関であると認めた者であること、夜間

・緊急時の対応や一時保護等を迅速かつ適切に行うことができるよう、関係機関

との連携その他の支援体制を確保すること等を要件とすることとしている。

５．被措置児童等虐待について

Ｑ１ 障害児施設について、措置児童だけでなく、契約により入所した児童

についても対象となるか。また、入所している児童のうち、１８歳以上

については対象となるか。

Ａ 対象は当該施設に「入所する児童」であり、措置、契約いずれの場合も対象と

なる。また、措置延長となっている１８歳以上の児童については、児童福祉法上

は児童として法律の適用を受けることとなるため、同様に措置、契約いずれの場

合であっても対象となる。

Ｑ２ 被措置児童等虐待を受けた児童が、施設を所管する都道府県以外の都

道府県から措置されている場合に、いずれの都道府県児童福祉審議会に

報告や意見聴取を行うことになるのか。

Ａ 被措置児童等虐待に関し、事実確認、入所児童全体の保護、施設への指導など

施設全体との関係での対応については、被措置児童等が在籍する施設を所管する

都道府県が対応を行うことになることから、施設を所管する都道府県の児童福祉

審議会に報告や意見聴取を行うこととなる。

施設を所管する都道府県以外の都道府県から措置された児童についての個別の

処遇等については、児童を措置した都道府県が判断することになるため、当該児

童の処遇について措置都道府県の児童福祉審議会の意見を聴くこととなる。

いずれにしても、施設を所管する都道府県と児童の措置を行った都道府県が十

分に連携して対応されたい。

5



里
親

の
認

定
登

録
に
関

す
る
手

当
の

取
扱

い

Ｈ
２
１
．
４
．
１

Ｈ
２
２
．
４
．
１

３
．
４
万

円
（
旧

手
当

額
）

①
施

行
日

に
現

に
子

ど
も
を
受

託
し
て
お
り
、
施

行
日

前
に
養

子
縁

組
を
前

提
と
し
て
い
る
旨

を
申

し
出

た
場

合

養
子
縁
組
前
提
里
親

で
あ
る
こ
と
を
選
択

０
円

（
新

手
当

額
）

本
来

で
あ
れ

ば
、
新

手
当

額
が

適
用

さ
れ

て
し
か

る
べ

き
で
あ
る
が
、
経
過
的
に
旧
手
当
額
を
支
給

施
行
日
か
ら
１
年
経
過
後
は
新
手
当
額
と
す
る

子
ど
も
を
受
託

・
施

行
日

ま
で
に
、
養

子
縁

組
に
よ
っ
て
養

親
と
な
る
こ
と
を
希

望
す
る
こ
と
の

申
し
出

が
あ
っ
た
場

合
に
は

、
養

育
里

親
名

簿
に
は

氏
名

等
を
記

載
せ

ず
、

養
子

縁
組

前
提

里
親

を
記

載
す
る
名

簿
な
ど
を
都

道
府

県
に
お
い
て
作

成
し
、
こ
れ

に
氏

名
等

を
記

載
す
る
。

・
施

行
日

に
お
い
て
す
で
に
子

ど
も
を
委

託
さ
れ

て
い
る
里

親
に
つ
い
て
は

、
養

子
縁

組
に
よ
っ
て
養

親
と
な
る
こ
と
を
希

望
す
る
こ
と
を
申

し
出

た
場

合
で

あ
っ
て
も
、
手

当
に
つ
い
て
は

、
施

行
日

か
ら
１
年

間
は

経
過

的
に
３
．
４
万

円
を
支

給
す
る
（
委

託
解

除
さ
れ

た
場

合
を
除

く
。
）
。

Ｈ
２
１
．
４
．
１

Ｈ
２
２
．
４
．
１

３
．
４
万

円
（
旧

手
当

額
）

②
施

行
日

に
現

に
子

ど
も
を
受

託
し
て
お
り
、
施

行
日

後
に
養

子
縁

組
を
前

提
と
し
て
い
る
旨

を
申

し
出

た
場

合

養 子 縁 組 前 提

里 親 で あ る こ と

を 選 択

０
円

（
新

手
当

額
）

施
行
日
か
ら
１
年
経
過
後
は
新
手
当
額
と
す
る

子
ど
も
を
受
託

養
子
縁
組
前
提
里
親
の
手

当
に
か
か
る
経
過
措
置
と

し
て
、
２
２
年

３
月

３
１
日

ま
で
旧

手
当

額
を
支

給

い
ず
れ

か
選

択
さ
れ

て
い

な
い
た
め
、
旧

手
当

額

法
律

上
の

経
過

措
置

が
平

成
２
２
年

３
月
３
１
日

ま
で
に
終

了
す
る
た
め
、
養

育
里

親
か

養
子

縁
組

前
提

里
親

で
あ
る
か

の
選

択
は

２
２
年

３
月

３
１
日

ま
で

に
終

了
す
る
こ
と
が

必
要

。

Ⅰ
．

施
行

日
に
子

ど
も
を
受

託
し
て
い
る
場

合

【
Ｑ
＆

Ａ
資

料
】

6



Ｈ
２
１
．
４
．
１

Ｈ
２
２
．
４
．
１

３
．
４
万

円
（
旧

手
当

額
）

③
施

行
日

に
現

に
子

ど
も
を
受

託
し
て
お
り
、
施

行
日

後
に
い
っ
た
ん
、
養

育
里

親
を
選

択
し
、
研

修
を
受

け
た
が

、
そ
の

後
、
子

ど
も
の

事
情

及
び
里

親
の

事
情

の
変

更
が

あ
り
、
養

子
縁

組
手

続
き
が

開
始

さ
れ

た
場

合

０
円

（
新

手
当

額
）

子
ど
も
を
受
託

い
ず
れ

か
選

択
さ
れ

て
い

な
い
た
め
、
旧

手
当

額

養 育 里 親 を 選

択 し 、 研 修 が

終 了

７
．
２
万

円
（
新

手
当

額
）

・
施

行
日

か
ら
１
年

間
の

経
過

的
な
手

当
の

措
置

は
、
す
で
に
子

ど
も
を
受

託
さ
れ

て
い
る
里

親
に
対

す
る
激

変
緩

和
的

な
措

置
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
い
っ

た
ん
、
養

育
里

親
を
選

択
し
た
場

合
に
は

、
経

過
措

置
の

対
象

と
し
な
い

・
別

の
子

ど
も
を
新

た
に
委

託
さ
れ

、
当

該
子

ど
も
に
つ
い
て
は

、
養

育
里

親
と
し
て
養

育
す
る
場

合
に
は

、
７
．
２
万

円
の

里
親

手
当

と
な
る
。

家 裁 の 申 立 の

手 続 き が 開 始

7



Ｈ
２
１
．
４
．
１

Ｈ
２
２
．
４
．
１

３
．
４
万

円
（
旧

手
当

額
）

④
施

行
日

に
現

に
子

ど
も
Ａ
、
Ｂ
を
受

託
し
て
お
り
、
施

行
日

後
に
い
っ
た
ん
、
養

育
里

親
を
選

択
し
、
研

修
を
受

け
た
が

、
そ
の

後
、
子

ど
も
Ａ
に
つ
い
て

の
事

情
及

び
里

親
の

事
情

の
変

更
が

あ
り
、
子

ど
も
Ａ
に
つ
い
て
養

子
縁

組
手

続
き
が

開
始

さ
れ

た
場

合

０
円

（
新

手
当

額
）

子
ど
も
Ａ
を
受
託

い
ず
れ
か

選
択
さ
れ
て
い
な

い
た
め
、
子
ど
も
Ａ
・
Ｂ
に
つ
い

て
旧
手

当
額

子
ど
も
Ａ
・Ｂ

に
つ
い
て

養
育

里
親
を
選
択

し
、
研

修
が
終
了

７
．
２
万

円
（
新

手
当

額
）

子
ど
も
Ａ
に
つ
い
て
養
子
縁
組
に

関
す
る
家
裁
の
申
立
の
手
続
き
が

開
始

子
ど
も
Ｂ
を
受
託

３
．
４
万

円
（
旧

手
当

額
）

７
．
２
万

円
（
新

手
当

額
）

３
．
６
万

円
（
新

手
当

額
）

Ｈ
２
１
．
４
．
１

Ｈ
２
２
．
４
．
１

⑤
施

行
日

に
現

に
子

ど
も
Ａ
、
Ｂ
を
受

託
し
て
お
り
、
子

ど
も
Ａ
に
つ
い
て
養

子
縁

組
を
前

提
と
し
て
い
る
こ
と
を
申

し
出

た
が

、
子

ど
も
Ｂ
に
つ
い
て
は

、
養

育
里

親
を
選

択
し
、
研

修
を
受

け
た
場

合

０
円

（
新

手
当

額
）

子
ど
も
Ａ
を
受
託

い
ず
れ
か

選
択
さ
れ
て
い
な
い

た
め
、
旧
手
当
額

子
ど
も
Ｂ
に
つ
い
て

養
育
里
親
を
選
択

し
、

研
修
が
終
了

子
ど
も
Ａ
に
つ
い
て
養
子
縁
組
前

提
里
親
で
あ
る
こ
と
を
選
択

子
ど
も
Ｂ
を
受
託

３
．
４
万

円
（
旧

手
当

額
）

７
．
２
万

円
（
新

手
当

額
）

・
い
っ
た
ん
、
養
育

里
親
を
選

択
し
た
場

合
(④

)に
は
、
養
子
縁
組
に
関
す
る
家
裁
の
申
立
の
手
続
き
の
開
始
時
点
を
基
準
と
す
る
が
、
養
育
里
親
か
養
子
縁
組
前
提
里
親
で
あ
る
か
の
選

択
を
ま
だ
行
っ
て
い
な
い
者

が
養

子
縁

組
前

提
里

親
を
選
択

す
る
場

合
(⑤

)は
、
養
子
縁
組
前
提
里
親
で
あ
る
こ
と
を
申
し
出
た
時
点
を
基
準
と
す
る
。

３
．
４
万

円
（
旧

手
当

額
）

8



Ｈ
２
１
．
４
．
１

Ｈ
２
２
．
４
．
１

①
施

行
日

前
に
お
い
て
養

子
縁

組
を
前

提
と
し
て
い
る
こ
と
を
申

し
出

た
場

合

養
子
縁
組
前
提
里
親
で
あ

る
こ
と
を
選

択

０
円

（
新

手
当

額
）

Ｈ
２
１
．
４
．
１

Ｈ
２
２
．
４
．
１

②
施

行
日

後
に
養

子
縁

組
を
前

提
と
し
て
い
る
こ
と
を
申

し
出

た
場

合

０
円

（
新

手
当

額
）

受
託

受
託

養
子
縁
組
前
提
里
親
で
あ

る
こ
と
を
選

択

法
律

上
の

経
過

措
置

が
平

成
２
２
年

３
月
３
１
日

ま
で
に
終

了
す
る
た
め
、
養

育
里

親
か

養
子

縁
組

前
提

里
親

で
あ
る
か

の
選

択
は

２
２
年

３
月

３
１
日

ま
で
に
終

了
す
る
こ
と
が

必
要

。

Ⅱ
．

施
行

日
に
未

受
託

の
場

合

9



※
子

ど
も
を
受

託
し
た
こ
と
が

あ
る
場
合
は
、

研
修
を
簡
略

化
で
き
る

Ｈ
２
１
．
４
．
１

Ｈ
２
２
．
４
．
１

③
養

育
里

親
と
な
っ
た
場

合

・
養
育
里
親
を
選
択
し
、

研
修
が
終
了

７
．
２
万

円
（
新

手
当

額
）

受
託

基
本
的
に
研
修
を
受
け
終
わ
ら
な
い
場
合
に
は
子
ど
も
は
受
託
さ
れ
な
い

※
子

ど
も
を
受

託
し
た
こ
と
が

あ
る
場
合
は
、

研
修
を
簡
略

化
で
き
る

Ｈ
２
１
．
４
．
１

Ｈ
２
２
．
４
．
１

④
養

育
里

親
と
な
り
、
子

ど
も
を
受

託
し
た
が

、
そ
の

後
、
子

ど
も
の
事
情
及
び
里
親
の
事
情
の
変

更
が
あ
り
、
養
子
縁
組
手
続
き
が
開
始
さ
れ
た
場
合

・
養
育
里
親
を
選
択
し

研
修
が
終
了

７
．
２
万

円

受
託

基
本
的
に
研
修
を
受
け
終
わ
ら
な
い
場
合
に
は
子
ど
も
は
受
託
さ
れ
な
い

家 裁 の 申 立 の

手 続 き が 開 始

０
円

10



※
子

ど
も
を
受

託
し
た
こ
と
が

あ
る
場
合
は
、

研
修
を
簡
略

化
で
き
る

Ｈ
２
１
．
４
．
１

Ｈ
２
２
．
４
．
１

⑤
養

育
里

親
と
な
り
、
子

ど
も
Ａ
、
Ｂ
を
受

託
し
た
が

、
そ
の

後
、
子

ど
も
Ａ
の

事
情

及
び
里

親
の

事
情

の
変

更
が

あ
り
、
子

ど
も
Ａ
に
つ
い
て
養

子
縁

組
手

続
き
が

開
始

さ
れ

た
場

合
（
子

ど
も
Ｂ
に
つ
い
て
は

引
き
続

き
養

育
里

親
と
し
て
子

ど
も
の

養
育

を
行

う
。
）

・
養
育
里
親
を
選
択
し

研
修
が
終
了

７
．
２
万

円

受
託

基
本
的
に
研
修
を
受
け
終
わ
ら
な
い
場
合
に
は
子
ど
も
は
受
託
さ
れ
な
い

家 裁 の 申 立 の

手 続 き が 開 始

０
円

子
ど
も
Ａ
を
受
託

３
．
６
万

円
７
．
２
万

円

子
ど
も
Ｂ
を
受
託

11
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＜
児

童
自

立
支

援
施

設
新

任
職

員
研

修
＞

＜
児

童
自

立
支

援
施

設
・
児

童
相

談
所

共
通

研
修

＞

対
象

者
期

間
ｽ

ｸ
ｰﾘ

ﾝ
ｸ
ﾞ会

場
募

集
人

数
対

象
者

期
間

ｽ
ｸ
ｰﾘ

ﾝ
ｸ
ﾞ会

場
募

集
人

数

新
任

施
設

長
研

修
前

期
H
2
1
.5

.1
1
～

5
.1

3
前

期

後
期

H
2
1
.1

0
.1

9
～

1
0
.2

1
　
武

蔵
野

　
H
2
2
. 
3
. 
3
～

3
. 
5

　
　
　
　
　
　
（
各

３
日

間
）

後
期

　
　
　
　
　
　
（
３
日

間
）

前
後

期
２
回

と
も

必
修

　
き

ぬ
川

新
任

職
員

研
修

＜
児

童
相

談
所

職
員

研
修

＞
　

（
１

）
短

期
コ

ー
ス

全
３
ヶ

月
間

う
ち

ｽ
ｸ
ｰﾘ

ﾝ
ｸ
ﾞ

①
H
2
2
.1

.1
3
～

1
.1

5

②
H
2
2
.2

. 
3
～

2
. 
5

　
　
　
　
　
　
（
３
日

間
）

　
（
２

）
実

習
コ

ー
ス

全
３
ヶ

月
間

　
武

蔵
野

　
H
2
1
.7

.2
7
～

7
.2

9

う
ち

実
習

期
間

（
３
週

間
）

　
き

ぬ
川

　
　
　
　
　
　
（
３
日

間
）

８
月

下
旬

～
９
月

上
旬

　

又
は

調
整

の
上

決
定

＜
児

童
自

立
支

援
施

設
専

門
研

修
＞

＜
全

国
研

修
指

導
者

養
成

研
修

＞
ス

ー
パ

ー
バ

イ
ザ

ー
研

修
全

３
ヶ

月
間

対
象

者
期

間
ｽ

ｸ
ｰﾘ

ﾝ
ｸ
ﾞ会

場
募

集
人

数

う
ち

ス
ク

ー
リ
ン

グ
期

間
  
H
2
1
. 
9
. 
9
～

 9
.1

1

  
H
2
1
.8

.3
1
～

9
.4

　
　
　
　
　
　
（
３
日

間
）

　
　
　
　
　
　
（
５
日

間
）

中
堅

職
員

研
修

全
３
ヶ

月
間

  
H
2
1
.1

0
. 
5
～

1
0
. 
7

う
ち

ス
ク

ー
リ
ン

グ
期

間
　
　
　
　
　
　
（
３
日

間
）

　
H
2
1
.6

.1
～

6
.5

　
H
2
1
.1

0
.2

8
～

1
0
.3

0

　
　
　
　
　
　
（
５
日

間
）

　
　
　
　
　
　
（
３
日

間
）

児
童

自
立

支
援

専
門

員
・

全
４
ヶ

月
間

  
H
2
1
.1

1
.1

8
～

1
1
.2

0

児
童

生
活

支
援

員
研

修
う
ち

ス
ク

ー
リ
ン

グ
期

間
　
　
　
　
　
　
（
３
日

間
）

　
H
2
1
.6

.2
9
～

7
.3

  
H
2
1
.1

2
. 
9
～

1
2
.1

1

　
　
　
　
　
　
（
５
日

間
）

　
　
　
　
　
　
（
３
日

間
）

学
科

指
導

関
係

職
員

研
修

全
４
ヶ

月
間

う
ち

ス
ク

ー
リ
ン

グ
期

間

　
H
2
1
.8

.5
～

8
.7

　
　
　
　
　
　
（
３
日

間
）

(※
　
児

童
福

祉
領

域
の

経
験

を
含

め
る

等
、
所

属
長

の
推

薦
が

あ
る

場
合

に
は

こ
れ

に
限

ら
な

い
）

国
立

武
蔵

野
学

院
附

属
児

童
自

立
支

援
専

門
員

養
成

所
　
　
℡

０
４
８
－

８
７
８
－

１
２
６
０
（代

）

都
道

府
県

知
事

が
推

薦
す

る
者

武
蔵

野
各

回
３
０
名

A
コ

ー
ス

子
ど

も
の

権
利

擁
護

と
日

々
の

養
育

Ｅ
コ

ー
ス

子
ど

も
の

精
神

的
・
行

動
的

な
問

題
の

理
解

と
そ

の
対

応

D
コ

ー
ス

チ
ー

ム
ア

プ
ロ

ー
チ

と
　
　
　
ス

ー
パ

ー
バ

イ
ズ

Ｂ
コ

ー
ス

子
ど

も
の

発
達

と
ア

セ
ス

メ
ン

ト

Ｃ
コ

ー
ス

家
族

支
援

と
ソ

ー
シ

ャ
ル

ワ
ー

ク

研
修

種
別

平
成

２
１
年

度
　

国
立

武
蔵

野
学

院
附

属
児

童
自

立
支

援
専

門
員

養
成

所
　

研
修

日
程

（
案

）

平
成

２
１
年

４
月

の
改

正
児

童
福

祉
法

の
施

行
を

踏
ま

え
、

社
会

的
養

護
を

必
要

と
す

る
子

ど
も

た
ち

を
取

り
巻

く
様

々
な

状
況

に
対

応
す

べ
く
、
＜

子
ど

も
の

権
利

擁
護

＞
を

テ
ー

マ
と

し
た

各
種

研
修

を
実

施
し

ま
す

。
研

修
共

通
テ

ー
マ

　
＜

子
ど

も
の

権
利

擁
護

＞

各
回

３
０
名

里
親

対
応

関
係

機
関

職
員

研
修

児
童

相
談

所
等

里
親

対
応

担
当

職
員

等
武

蔵
野

３
０
名

武
蔵

野
３
０
名

研
修

種
別

8
思

春
期

問
題

対
応

関
係

機
関

職
員

研
修

思
春

期
問

題
対

応
関

係
職

員

①
H
2
1
. 
6
. 
8
～

 6
.1

2
②

H
2
1
. 
6
.2

2
～

 6
.2

6
③

H
2
1
.1

0
.2

6
～

1
0
.3

0
④

H
2
1
.1

1
.1

6
～

1
1
.2

0
児

童
自

立
支

援
専

門
員

・
児

童
生

活
支

援
員

職
経

験
が

３
年

未
満

で
あ

る
者

き
ぬ

川
各

回
２
０
名

程
度

１
０
名

程
度

希
望

を
考

慮
し

調
整

H
2
0
.4

月
以

降
に

着
任

し
た

施
設

長

研
修

種
別

２
０
名

新
任

施
設

長
と

し
て

児
童

自
立

支
援

施
設

運
営

上
必

要
と

思
わ

れ
る

内
容

を
学

び
、

今
後

の
方

向
性

を
考

え
る

研
修

1

ｽ
ｰﾊ

ﾟｰ
ﾊ

ﾞｲ
ｻ

ﾞｰ
又

は
指

導
的

立
場

に
あ

る
者

（
※

）

3 42

児
童

自
立

支
援

施
設

の
機

能
を

実
習

を
通

し
て

よ
り
深

く
理

解
し

、
具

体
的

な
支

援
の

方
法

を
学

ぶ
基

礎
的

研
修

初
め

て
児

童
自

立
支

援
事

業
に

従
事

す
る

職
員

に
対

し
て

の
基

礎
的

研
修

自
立

支
援

機
能

を
統

括
し

て
い

く
た

め
に

必
要

な
ｹ

ｱ
ﾏ

ﾈ
ｼ
ﾞﾒ

ﾝ
ﾄ・

ｽ
ｰﾊ

ﾟｰ
ﾋ
ﾞｼ

ﾞｮ
ﾝ
、
今

後
の

児
童

自
立

支
援

施
設

の
機

能
充

実
を

考
え

深
め

る
研

修

5 6 7

児
童

自
立

支
援

専
門

員
・
児

童
生

活
支

援
員

職
経

験
が

５
年

未
満

で
あ

る
者

（
※

）
児

童
自

立
支

援
施

設
職

員
と

し
て

の
専

門
性

を
よ

り
高

め
る

た
め

の
研

修

児
童

自
立

支
援

施
設

で
学

科
指

導
に

関
わ

っ
て

い
る

教
員

・
職

員
等

多
様

化
す

る
児

童
自

立
支

援
施

設
入

所
児

童
の

学
習

を
支

援
す

る
た

め
に

必
要

な
専

門
性

を
高

め
る

研
修

児
童

自
立

支
援

専
門

員
・
児

童
生

活
支

援
員

職
経

験
が

５
年

以
上

で
あ

る
者

（
※

）

専
門

性
を

よ
り
向

上
さ

せ
る

た
め

の
高

度
な

知
識

と
技

術
を

学
ぶ

ス
テ

ッ
プ

ア
ッ

プ
研

修

児
童

相
談

所
一

時
保

護
所

に
お

い
て

指
導

的
立

場
に

あ
る

者
（
※

）

武
蔵

野

1
09

児
童

相
談

所
一

時
保

護
所

指
導

者
研

修

問
い

合
わ

せ
先

武
蔵

野
：
武

蔵
野

学
院

（
さ

い
た

ま
市

）
き

ぬ
川

：
き

ぬ
川

学
院

（
栃

木
県

さ
く
ら

市
）

２
０
名

き
ぬ

川

武
蔵

野

武
蔵

野

き
ぬ

川

３
０
名

２
０
名

３
０
名

13
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「
母

子
家

庭
等

日
常

生
活

支
援

事
業

の
実

施
に

つ
い

て
」

一
部

改
正

新
旧

対
照

表

○
「

母
子

家
庭

等
日

常
生

活
支

援
事

業
の

実
施

に
つ

い
て

（
平

成
1
5
年

６
月

1
8
日

雇
児

発
第

0
6
1
8
0
0
3
号

」
）

改
正

後
現

行

雇
児

発
第

0
6
1
8
0
0
3
号

雇
児

発
第

0
6
1
8
0
0
3
号

平
成

1
5
年

６
月

1
8
日

平
成

1
5
年

６
月

1
8
日

都
道

府
県

知
事

都
道

府
県

知
事

各
指

定
都

市
市

長
殿

各
指

定
都

市
市

長
殿

中
核

市
市

長
中

核
市

市
長

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
長

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
長

母
子

家
庭

等
日

常
生

活
支

援
事

業
の

実
施

に
つ

い
て

母
子

家
庭

等
日

常
生

活
支

援
事

業
の

実
施

に
つ

い
て

母
子

及
び

寡
婦

福
祉

法
等

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

（
平

成
1
4
年

法
律

第
1
1
9
号

）
母

子
及

び
寡

婦
福

祉
法

等
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
（

平
成

1
4
年

法
律

第
1
1
9
号

）
の

施
行

に
伴

い
、

従
来

の
「

母
子

家
庭

、
寡

婦
及

び
父

子
家

庭
介

護
人

派
遣

事
業

」
の

施
行

に
伴

い
、

従
来

の
「

母
子

家
庭

、
寡

婦
及

び
父

子
家

庭
介

護
人

派
遣

事
業

」
を

「
母

子
家

庭
等

日
常

生
活

支
援

事
業

」
と

名
称

を
変

更
す

る
と

も
に

、
事

業
内

容
を

「
母

子
家

庭
等

日
常

生
活

支
援

事
業

」
と

名
称

を
変

更
す

る
と

も
に

、
事

業
内

容
を

拡
充

し
、

別
紙

「
母

子
家

庭
等

日
常

生
活

支
援

事
業

実
施

要
綱

」
を

定
め

、
平

成
1

を
拡

充
し

、
別

紙
「

母
子

家
庭

等
日

常
生

活
支

援
事

業
実

施
要

綱
」

を
定

め
、

平
成

1
5
年

４
月

１
日

か
ら

適
用

す
る

こ
と

と
し

た
の

で
、

本
事

業
の

適
正

か
つ

円
滑

な
運

営
5
年

４
月

１
日

か
ら

適
用

す
る

こ
と

と
し

た
の

で
、

本
事

業
の

適
正

か
つ

円
滑

な
運

営
を

図
ら

れ
た

く
通

知
す

る
。

を
図

ら
れ

た
く

通
知

す
る

。
ま

た
、

貴
管

内
市

町
村

並
び

に
母

子
福

祉
団

体
等

の
関

係
者

に
対

し
て

も
、

貴
職

ま
た

、
貴

管
内

市
町

村
並

び
に

母
子

福
祉

団
体

等
の

関
係

者
に

対
し

て
も

、
貴

職
か

ら
周

知
徹

底
を

図
ら

れ
た

く
、

併
せ

て
お

願
い

す
る

。
か

ら
周

知
徹

底
を

図
ら

れ
た

く
、

併
せ

て
お

願
い

す
る

。
な

お
、

本
通

知
の

施
行

に
伴

い
、

平
成

７
年

４
月

６
日

厚
生

省
発

児
第

9
3
号

厚
生

な
お

、
本

通
知

の
施

行
に

伴
い

、
平

成
７

年
４

月
６

日
厚

生
省

発
児

第
9
3
号

厚
生

事
務

次
官

通
知

「
母

子
家

庭
、

寡
婦

及
び

父
子

家
庭

介
護

人
派

遣
事

業
に

つ
い

て
」

事
務

次
官

通
知

「
母

子
家

庭
、

寡
婦

及
び

父
子

家
庭

介
護

人
派

遣
事

業
に

つ
い

て
」

及
び

平
成

元
年

５
月

2
9
日

児
発

第
4
0
5
号

本
職

通
知

「
母

子
家

庭
、

寡
婦

及
び

父
子

家
及

び
平

成
元

年
５

月
2
9
日

児
発

第
4
0
5
号

本
職

通
知

「
母

子
家

庭
、

寡
婦

及
び

父
子

家
庭

介
護

人
派

遣
事

業
の

実
施

に
つ

い
て

」
は

廃
止

す
る

。
庭

介
護

人
派

遣
事

業
の

実
施

に
つ

い
て

」
は

廃
止

す
る

。

15



別
紙

）
別

紙
）

（
（

母
子

家
庭

等
日

常
生

活
支

援
事

業
実

施
要

綱
母

子
家

庭
等

日
常

生
活

支
援

事
業

実
施

要
綱

１
目

的
１

目
的

こ
の

事
業

は
、

母
子

家
庭

、
父

子
家

庭
及

び
寡

婦
（

以
下

「
母

子
家

庭
等

」
と

い
こ

の
事

業
は

、
母

子
家

庭
、

父
子

家
庭

及
び

寡
婦

（
以

下
「

母
子

家
庭

等
」

と
、

う
）

が
、

修
学

等
の

自
立

を
促

進
す

る
た

め
に

必
要

な
事

由
や

疾
病

な
ど

の
事

由
い

う
）

が
、

修
学

等
の

自
立

を
促

進
す

る
た

め
に

必
要

な
事

由
や

疾
病

な
ど

の
事

。
。

に
よ

り
、

一
時

的
に

生
活

援
助

、
保

育
サ

ー
ビ

ス
が

必
要

な
場

合
又

は
生

活
環

境
由

に
よ

り
、

一
時

的
に

生
活

援
助

、
保

育
サ

ー
ビ

ス
が

必
要

な
場

合
又

は
生

活
環

等
の

激
変

に
よ

り
、

日
常

生
活

を
営

む
の

に
支

障
が

生
じ

て
い

る
場

合
に

、
そ

の
境

等
の

激
変

に
よ

り
、

日
常

生
活

を
営

む
の

に
支

障
が

生
じ

て
い

る
場

合
に

、
そ

生
活

を
支

援
す

る
者

以
下

家
庭

生
活

支
援

員
と

い
う

を
派

遣
す

る
な

ど
の

生
活

を
支

援
す

る
者

（
以

下
「

家
庭

生
活

支
援

員
」

と
い

う
）

を
派

遣
す

る
（

「
」

。
）

、
、

。
母

子
家

庭
等

の
生

活
の

安
定

を
図

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

な
ど

、
母

子
家

庭
等

の
生

活
の

安
定

を
図

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

２
実

施
主

体
２

実
施

主
体

実
施

主
体

は
、

都
道

府
県

（
指

定
都

市
及

び
中

核
市

を
含

む
。

以
下

同
じ

）
又

実
施

主
体

は
、

都
道

府
県

（
指

定
都

市
及

び
中

核
市

を
含

む
。

以
下

、
同

じ
）

。
。

は
市

町
村

（
特

別
区

を
含

み
、

指
定

都
市

及
び

中
核

市
を

除
く

。
以

下
同

じ
）

と
又

は
市

町
村

（
特

別
区

を
含

み
指

定
都

市
及

び
中

核
市

を
除

く
。

以
下

、
同

じ
）

。
。

し
、

こ
の

事
業

の
一

部
を

母
子

福
祉

団
体

等
に

委
託

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
と

し
、

こ
の

事
業

の
一

部
を

母
子

福
祉

団
体

等
に

委
託

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

３
対

象
者

３
対

象
者

対
象

者
は

、
母

子
家

庭
等

で
あ

っ
て

、
技

能
習

得
の

た
め

の
通

学
、

就
職

活
動

等
対

象
者

は
、

母
子

家
庭

等
で

あ
っ

て
、

技
能

習
得

の
た

め
の

通
学

、
就

職
活

動
等

自
立

促
進

に
必

要
な

事
由

、
又

は
、

疾
病

、
出

産
、

看
護

、
事

故
、

災
害

、
冠

婚
自

立
促

進
に

必
要

な
事

由
、

又
は

、
疾

病
、

出
産

、
看

護
、

事
故

、
災

害
、

冠
婚

葬
祭

、
失

踪
、

残
業

、
転

勤
、

出
張

、
学

校
等

の
公

的
行

事
の

参
加

等
社

会
通

念
葬

祭
、

失
踪

、
転

勤
、

出
張

、
学

校
等

の
公

的
行

事
の

参
加

等
社

会
通

念
上

必
要

上
必

要
と

認
め

ら
れ

る
事

由
に

よ
り

、
一

時
的

に
生

活
援

助
、

保
育

サ
ー

ビ
ス

が
と

認
め

ら
れ

る
事

由
に

よ
り

、
一

時
的

に
生

活
援

助
、

保
育

サ
ー

ビ
ス

が
必

要
な

必
要

な
家

庭
及

び
生

活
環

境
等

が
激

変
し

、
日

常
生

活
を

営
む

の
に

、
特

に
大

き
家

庭
及

び
生

活
環

境
等

が
激

変
し

、
日

常
生

活
を

営
む

の
に

、
特

に
大

き
な

支
障

な
支

障
が

生
じ

て
い

る
家

庭
と

す
る

。
が

生
じ

て
い

る
家

庭
と

す
る

。

４
便

宜
の

種
類

及
び

内
容

４
便

宜
の

種
類

及
び

内
容

（
略

）
便

宜
の

種
類

は
、

生
活

援
助

と
子

育
て

支
援

と
し

、
次

の
援

助
又

は
支

援
を

行
う

も
の

と
す

る
。

(
1
)
生

活
援

助
の

内
容

は
、

家
事

、
介

護
そ

の
他

の
日

常
生

活
の

便
宜

と
す

る
。

、
。

(
2
)
子

育
て

支
援

の
内

容
は

保
育

サ
ー

ビ
ス

及
び

こ
れ

に
附

帯
す

る
便

宜
と

す
る

５
事

業
の

実
施

場
所

５
事

業
の

実
施

場
所

（
略

）
こ

の
事

業
の

実
施

場
所

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
(
1
)
生

活
援

助
被

生
活

援
助

者
の

居
宅

(
2
)
子

育
て

支
援

ア
家

庭
生

活
支

援
員

の
居

宅
イ

講
習

会
等

職
業

訓
練

を
受

講
し

て
い

る
場

所
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ウ
児

童
館

、
母

子
生

活
支

援
施

設
等

母
子

家
庭

等
の

利
用

し
や

す
い

適
切

な
場

所

６
家

庭
生

活
支

援
員

の
選

定
６

家
庭

生
活

支
援

員
の

選
定

等
実

施
主

体
は

、
次

の
要

件
を

備
え

て
い

る
者

の
う

ち
か

ら
家

庭
生

活
支

援
員

を
選

実
施

主
体

は
、

次
の

要
件

を
備

え
て

い
る

者
の

う
ち

か
ら

家
庭

生
活

支
援

員
を

選
定

す
る

こ
と

。
定

す
る

こ
と

。
(
1
)
生

活
援

助
(
1
)
生

活
援

助
は

、
訪

問
介

護
員

（
ホ

ー
ム

ヘ
ル

パ
ー

）
３

級
以

上
の

資
格

を
有

訪
問

介
護

員
（

ホ
ー

ム
ヘ

ル
パ

ー
）

３
級

以
上

の
資

格
を

有
す

る
者

又
は

す
る

者
と

す
る

。
別

に
定

め
る

生
活

援
助

に
関

す
る

一
定

の
研

修
を

修
了

し
た

者
。

(
2
)
子

育
て

支
援

は
、

別
に

定
め

る
一

定
の

研
修

を
修

了
し

た
者

と
す

る
。

(
2
)
子

育
て

支
援

な
お

、
平

成
１

５
年

度
に

お
い

て
は

、
す

で
に

母
子

家
庭

、
寡

婦
及

び
父

子
家

庭
別

に
定

め
る

子
育

て
支

援
に

関
す

る
一

定
の

研
修

を
修

了
し

た
者

介
護

人
派

遣
事

業
の

介
護

人
と

し
て

選
定

さ
れ

て
い

る
者

に
つ

い
て

、
経

過
的

に
家

庭
生

活
支

援
員

と
し

て
選

定
す

る
こ

と
と

し
て

差
し

支
え

な
い

。

７
家

庭
生

活
支

援
員

の
登

録
(
1
)

実
施

主
体

は
、

家
庭

生
活

支
援

員
の

氏
名

、
連

絡
先

、
提

供
可

能
な

便
宜

の
種

類
等

事
業

の
実

施
に

必
要

な
情

報
を

記
載

し
た

登
録

簿
を

作
成

す
る

こ
と

。
(
2
)

実
施

主
体

は
、

家
庭

生
活

支
援

員
を

選
定

し
た

場
合

又
は

登
録

さ
れ

て
い

る
内

容
に

変
更

が
あ

っ
た

場
合

は
、

す
み

や
か

に
登

録
又

は
登

録
内

容
の

変
更

を
行

う
こ

と
。

(
3
)

家
庭

生
活

支
援

員
は

、
登

録
簿

に
登

録
さ

れ
て

い
る

内
容

に
変

更
が

あ
っ

た
場

合
は

、
そ

の
変

更
内

容
に

つ
い

て
、

す
み

や
か

に
実

施
主

体
に

報
告

を
行

う
こ

と
。

８
家

庭
生

活
支

援
員

の
派

遣
等

の
決

定
等

７
家

庭
生

活
支

援
員

の
派

遣
等

の
決

定
等

(
1
)

（
略

）
(
1
)

家
庭

生
活

支
援

員
の

派
遣

等
を

必
要

と
す

る
母

子
家

庭
等

か
ら

の
要

請
又

は
当

該
世

帯
の

近
隣

に
在

住
す

る
者

等
の

要
請

に
基

づ
い

て
行

う
も

の
と

す
る

。
(
2
)

家
庭

生
活

支
援

員
の

派
遣

等
の

要
請

が
あ

っ
た

場
合

に
は

、
そ

の
必

要
性

を
(
2
)

家
庭

生
活

支
援

員
の

派
遣

等
の

要
請

が
あ

っ
た

場
合

に
は

、
そ

の
必

要
性

を
判

断
し

、
で

き
る

限
り

速
や

か
に

家
庭

生
活

支
援

員
の

派
遣

等
の

要
否

を
決

定
判

断
し

、
で

き
る

限
り

速
や

か
に

家
庭

生
活

支
援

員
の

派
遣

等
の

要
否

を
決

定
す

る
も

の
と

す
る

。
す

る
も

の
と

す
る

。
な

お
、

本
人

以
外

の
要

請
に

基
づ

い
て

便
宜

を
供

与
す

る
場

合
は

、
家

庭
生

活
支

援
員

の
派

遣
等

の
要

否
に

つ
い

て
本

人
の

意
向

を
確

認
す

る
と

と
も

に
、

必
要

に
応

じ
関

係
機

関
と

連
携

を
図

る
こ

と
。

９
費

用
の

負
担

８
費

用
の

負
担

（
略

）
家

庭
生

活
支

援
員

の
派

遣
等

を
受

け
た

世
帯

は
、

別
に

定
め

る
基

準
に

よ
り

派
遣

等
に

要
し

た
費

用
を

負
担

す
る

も
の

と
す

る
。
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1
0

関
係

機
関

と
の

連
携

９
関

係
機

関
と

の
連

携
（

略
）

都
道

府
県

等
は

、
こ

の
事

業
を

実
施

す
る

に
当

た
っ

て
は

、
母

子
自

立
支

援
員

、
福

祉
事

務
所

、
民

生
委

員
・

児
童

委
員

、
母

子
生

活
支

援
施

設
な

ど
他

の
関

係
機

関
と

の
連

絡
を

図
る

と
と

も
に

、
こ

の
事

業
の

一
部

を
委

託
し

て
い

る
団

体
等

と
の

連
絡

・
調

整
を

十
分

に
行

う
こ

と
。

1
1

国
の

補
助

1
0

国
の

補
助

（
略

）
国

は
、

都
道

府
県

が
実

施
す

る
事

業
及

び
市

町
村

が
実

施
す

る
事

業
に

対
し

都
道

府
県

が
補

助
す

る
事

業
に

つ
い

て
、

別
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
補

助
す

る
。

18



母
子

家
庭

等
対

策
総

合
支

援
事

業
費

事
業

費
国

庫
補

助
金

交
付

要
綱

新
旧

対
照

表
（
案

）

新
旧

厚
生

労
働

省
発

雇
児

第
号

厚
生

労
働

省
発

雇
児

第
号

10
14

00
1

10
14

00
1

平
成

年
月

日
平

成
年

月
日

2
0

1
0

1
4

2
0

1
0

1
4

都
道

府
県

知
事

都
道

府
県

知
事

各
指

定
都

市
市

長
殿

各
指

定
都

市
市

長
殿

中
核

市
市

長
中

核
市

市
長

厚
生

労
働

事
務

次
官

厚
生

労
働

事
務

次
官

母
子

家
庭

等
対

策
総

合
支

援
事

業
費

の
国

庫
補

助
に

つ
い

て
母

子
家

庭
等

対
策

総
合

支
援

事
業

費
の

国
庫

補
助

に
つ

い
て

標
記

の
国

庫
補

助
金

の
交

付
に

つ
い

て
は

、
別

紙
「

母
子

家
庭

等
対

策
総

合
支

援
事

業
費

国
庫

補
助

金
交

標
記

の
国

庫
補

助
金

の
交

付
に

つ
い

て
は

、
別

紙
「

母
子

家
庭

等
対

策
総

合
支

援
事

業
費

国
庫

補
助

金
交

付
要

綱
」

に
よ

り
行

う
こ

と
と

さ
れ

、
平

成
２

０
年

４
月

１
日

よ
り

適
用

す
る

こ
と

と
さ

れ
た

の
で

通
知

す
付

要
綱

」
に

よ
り

行
う

こ
と

と
さ

れ
、

平
成

２
０

年
４

月
１

日
よ

り
適

用
す

る
こ

と
と

さ
れ

た
の

で
通

知
す

る
。

る
。

な
お

、
各

都
道

府
県

知
事

に
お

か
れ

て
は

、
本

通
知

中
、

市
町

村
に

対
し

て
補

助
を

行
う

こ
と

と
さ

れ
て

な
お

、
各

都
道

府
県

知
事

に
お

か
れ

て
は

、
本

通
知

中
、

市
町

村
に

対
し

て
補

助
を

行
う

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

部
分

に
つ

い
て

は
、

貴
管

内
市

町
村

長
に

対
す

る
周

知
に

つ
き

配
慮

願
い

た
い

。
い

る
部

分
に

つ
い

て
は

、
貴

管
内

市
町

村
長

に
対

す
る

周
知

に
つ

き
配

慮
願

い
た

い
。
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新
旧

別
紙

別
紙

母
子

家
庭

等
対

策
総

合
支

援
事

業
費

国
庫

補
助

金
交

付
要

綱
母

子
家

庭
等

対
策

総
合

支
援

事
業

費
国

庫
補

助
金

交
付

要
綱

（
通

則
）

（
通

則
）

１
母

子
家

庭
対

策
等

総
合

支
援

事
業

費
国

庫
補

助
金

に
つ

い
て

は
、

予
算

の
範

囲
内

に
お

い
て

交
付

す
る

１
母

子
家

庭
対

策
等

総
合

支
援

事
業

費
国

庫
補

助
金

に
つ

い
て

は
、

予
算

の
範

囲
内

に
お

い
て

交
付

す
る

も
の

と
し

、
補

助
金

等
に

係
る

予
算

の
執

行
の

適
正

化
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

年
法

律
第

号
、

も
の

と
し

、
補

助
金

等
に

係
る

予
算

の
執

行
の

適
正

化
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

年
法

律
第

号
、

30
17

9
30

17
9

）
）

補
助

金
等

に
係

る
予

算
の

執
行

の
適

正
化

に
関

す
る

法
律

施
行

令
（

昭
和

年
政

令
第

号
。

以
下

補
助

金
等

に
係

る
予

算
の

執
行

の
適

正
化

に
関

す
る

法
律

施
行

令
（

昭
和

年
政

令
第

号
。

以
下

30
25

5
30

25
5

厚
生

省
厚

生
省

「
適

正
化

法
施

行
令

」
と

い
う

）
及

び
厚

生
労

働
省

所
管

補
助

金
等

交
付

規
則

（
平

成
年

令
「

適
正

化
法

施
行

令
」

と
い

う
）

及
び

厚
生

労
働

省
所

管
補

助
金

等
交

付
規

則
（

平
成

年
令

。
。

12
12

労
働

省
労

働
省

第
６

号
）

の
規

定
に

よ
る

ほ
か

、
こ

の
交

付
要

綱
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

第
６

号
）

の
規

定
に

よ
る

ほ
か

、
こ

の
交

付
要

綱
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

（
交

付
の

目
的

）
（

交
付

の
目

的
）

２
こ

の
補

助
金

は
、

別
表

の
第

１
欄

に
掲

げ
る

母
子

家
庭

等
対

策
総

合
支

援
事

業
の

実
施

に
要

す
る

経
費

２
こ

の
補

助
金

は
、

別
表

の
第

１
欄

に
掲

げ
る

母
子

家
庭

等
対

策
総

合
支

援
事

業
の

実
施

に
要

す
る

経
費

に
対

し
補

助
金

を
交

付
し

、
も

っ
て

地
域

に
お

け
る

母
子

家
庭

等
対

策
の

一
層

の
普

及
促

進
を

図
る

こ
と

に
対

し
補

助
金

を
交

付
し

、
も

っ
て

地
域

に
お

け
る

母
子

家
庭

等
対

策
の

一
層

の
普

及
促

進
を

図
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。
を

目
的

と
す

る
。

（
交

付
の

対
象

）
（

交
付

の
対

象
）

３
こ

の
補

助
金

の
交

付
の

対
象

と
な

る
事

業
（

以
下

「
交

付
対

象
事

業
」

と
い

う
）

は
、

平
成

１
７

年
３

こ
の

補
助

金
の

交
付

の
対

象
と

な
る

事
業

（
以

下
「

交
付

対
象

事
業

」
と

い
う

）
は

、
平

成
１

７
年

。
。

１
１

月
１

１
日

雇
児

発
第

号
厚

生
労

働
省

雇
用

均
等

・
児

童
家

庭
局

長
通

知
の

別
紙

「
児

童
虐

１
１

月
１

１
日

雇
児

発
第

号
厚

生
労

働
省

雇
用

均
等

・
児

童
家

庭
局

長
通

知
の

別
紙

「
児

童
虐

11
11

00
1

11
11

00
1

待
・

Ｄ
Ｖ

対
策

等
総

合
支

援
事

業
及

び
母

子
家

庭
等

対
策

総
合

支
援

事
業

実
施

要
綱

」
の

第
２

の
２

に
定

待
・

Ｄ
Ｖ

対
策

等
総

合
支

援
事

業
及

び
母

子
家

庭
等

対
策

総
合

支
援

事
業

実
施

要
綱

」
の

第
２

の
２

に
定

め
る

次
の

事
業

と
す

る
。

め
る

次
の

事
業

と
す

る
。

（
１

）
都

道
府

県
、

指
定

都
市

、
中

核
市

、
市

（
指

定
都

市
及

び
中

核
市

を
除

き
、

特
別

区
を

含
む

。
以

下
（

１
）

都
道

府
県

、
指

定
都

市
、

中
核

市
、

市
（

指
定

都
市

及
び

中
核

市
を

除
き

、
特

別
区

を
含

む
。

以
下

同
じ

）
及

び
福

祉
事

務
所

を
設

置
す

る
町

村
が

行
う

母
子

家
庭

等
就

業
・

自
立

支
援

事
業

同
じ

）
及

び
福

祉
事

務
所

を
設

置
す

る
町

村
が

行
う

母
子

家
庭

等
就

業
・

自
立

支
援

事
業

。
。

（
２

）
都

道
府

県
、

指
定

都
市

及
び

中
核

市
が

行
う

母
子

家
庭

等
日

常
生

活
支

援
事

業
並

び
に

市
町

村
（

指
（

２
）

都
道

府
県

、
指

定
都

市
及

び
中

核
市

が
行

う
母

子
家

庭
等

日
常

生
活

支
援

事
業

並
び

に
市

町
村

（
指

定
都

市
及

び
中

核
市

を
除

き
、

特
別

区
を

含
む

。
以

下
同

じ
）

が
行

う
事

業
に

対
し

て
都

道
府

県
が

定
都

市
及

び
中

核
市

を
除

き
、

特
別

区
を

含
む

。
以

下
同

じ
）

が
行

う
事

業
に

対
し

て
都

道
府

県
が

。
。

補
助

す
る

事
業

補
助

す
る

事
業

（
３

）
都

道
府

県
、

指
定

都
市

及
び

中
核

市
が

行
う

ひ
と

り
親

家
庭

生
活

支
援

事
業

並
び

に
市

町
村

が
行

う
（

３
）

都
道

府
県

、
指

定
都

市
及

び
中

核
市

が
行

う
ひ

と
り

親
家

庭
生

活
支

援
事

業
並

び
に

市
町

村
が

行
う

事
業

に
対

し
て

都
道

府
県

が
補

助
す

る
事

業
事

業
に

対
し

て
都

道
府

県
が

補
助

す
る

事
業

（
４

）
都

道
府

県
、

指
定

都
市

、
中

核
市

、
市

及
び

福
祉

事
務

所
を

設
置

す
る

町
村

が
行

う
母

子
家

庭
自

立
（

４
）

都
道

府
県

、
指

定
都

市
、

中
核

市
、

市
及

び
福

祉
事

務
所

を
設

置
す

る
町

村
が

行
う

母
子

家
庭

自
立

支
援

給
付

金
事

業
支

援
給

付
金

事
業

（
５

）
都

道
府

県
、

指
定

都
市

、
中

核
市

、
市

及
び

福
祉

事
務

所
を

設
置

す
る

町
村

が
行

う
母

子
自

立
支

援
（

５
）

都
道

府
県

、
指

定
都

市
、

中
核

市
、

市
及

び
福

祉
事

務
所

を
設

置
す

る
町

村
が

行
う

母
子

自
立

支
援

プ
ロ

グ
ラ

ム
策

定
等

事
業

プ
ロ

グ
ラ

ム
策

定
等

事
業
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（
交

付
額

の
算

定
方

法
）

（
交

付
額

の
算

定
方

法
）

４
こ

の
補

助
金

の
交

付
額

は
、

次
に

よ
り

算
出

さ
れ

た
額

の
合

計
額

と
す

る
。

た
だ

し
、

算
出

さ
れ

た
合

４
こ

の
補

助
金

の
交

付
額

は
、

次
に

よ
り

算
出

さ
れ

た
額

の
合

計
額

と
す

る
。

た
だ

し
、

算
出

さ
れ

た
合

計
額

に
１

，
０

０
０

円
未

満
の

端
数

が
生

じ
た

場
合

に
は

、
こ

れ
を

切
捨

て
る

も
の

と
す

る
。

計
額

に
１

，
０

０
０

円
未

満
の

端
数

が
生

じ
た

場
合

に
は

、
こ

れ
を

切
捨

て
る

も
の

と
す

る
。

（
１

）
３

の
（

５
）

以
外

の
事

業
（

１
）

３
の

（
５

）
以

外
の

事
業

ア
都

道
府

県
、

指
定

都
市

及
び

中
核

市
が

行
う

事
業

（
３

の
（

１
（

４
）

に
つ

い
て

は
市

及
び

福
ア

都
道

府
県

、
指

定
都

市
及

び
中

核
市

が
行

う
事

業
（

３
の

（
１

（
４

）
に

つ
い

て
は

市
及

び
福

）
）

祉
事

務
所

を
設

置
す

る
町

村
が

行
う

事
業

を
含

む
）

祉
事

務
所

を
設

置
す

る
町

村
が

行
う

事
業

を
含

む
）

。
。

(
ア

）
別

表
第

２
欄

の
各

種
目

ご
と

に
、

第
３

欄
に

定
め

る
基

準
額

と
第

４
欄

に
定

め
る

対
象

経
費

の
実

(
ア

）
別

表
第

２
欄

の
各

種
目

ご
と

に
、

第
３

欄
に

定
め

る
基

準
額

と
第

４
欄

に
定

め
る

対
象

経
費

の
実

支
出

額
と

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
と

、
総

事
業

費
か

ら
寄

付
金

そ
の

他
の

収
入

額
を

控
除

し
支

出
額

と
を

比
較

し
て

少
な

い
方

の
額

と
、

総
事

業
費

か
ら

寄
付

金
そ

の
他

の
収

入
額

を
控

除
し

た
額

と
を

比
較

し
て

少
な

い
方

の
額

を
選

定
す

る
。

た
額

と
を

比
較

し
て

少
な

い
方

の
額

を
選

定
す

る
。

(
イ

)
(
ア

）
に

よ
り

選
定

さ
れ

た
額

（
３

の
(
２

）
の

事
業

に
つ

い
て

は
、

選
定

さ
れ

た
額

か
ら

平
成

(
イ

)
(
ア

）
に

よ
り

選
定

さ
れ

た
額

（
３

の
(
２

）
の

事
業

に
つ

い
て

は
、

選
定

さ
れ

た
額

か
ら

平
成

１
５

年
６

月
１

８
日

雇
児

福
発

第
0
6
1
8
0
0
1
号

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
家

庭
福

祉
課

１
５

年
６

月
１

８
日

雇
児

福
発

第
0
6
1
8
0
0
1
号

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
家

庭
福

祉
課

長
通

知
の

「
母

子
家

庭
等

日
常

生
活

支
援

事
業

の
円

滑
な

運
営

に
つ

い
て

」
の

別
紙

２
に

定
め

る
長

通
知

の
「

母
子

家
庭

等
日

常
生

活
支

援
事

業
の

円
滑

な
運

営
に

つ
い

て
」

の
別

紙
２

に
定

め
る

費
用

負
担

基
準

に
よ

る
徴

収
額

を
控

除
し

た
額

）
に

第
５

欄
に

定
め

る
補

助
率

を
乗

じ
て

得
た

額
費

用
負

担
基

準
に

よ
る

徴
収

額
を

控
除

し
た

額
）

に
第

５
欄

に
定

め
る

補
助

率
を

乗
じ

て
得

た
額

を
交

付
額

と
す

る
。

を
交

付
額

と
す

る
。

イ
市

町
村

が
行

う
事

業
に

対
し

て
都

道
府

県
が

補
助

す
る

事
業

イ
市

町
村

が
行

う
事

業
に

対
し

て
都

道
府

県
が

補
助

す
る

事
業

ア
の

(
ア

）
に

準
じ

て
選

定
さ

れ
た

額
（

３
の

（
２

）
の

事
業

に
つ

い
て

は
、

選
定

さ
れ

た
額

か
ら

ア
の

(
ア

）
に

準
じ

て
選

定
さ

れ
た

額
（

３
の

（
２

）
の

事
業

に
つ

い
て

は
、

選
定

さ
れ

た
額

か
ら

平
成

１
５

年
６

月
１

８
日

雇
児

福
発

第
号

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
家

庭
福

平
成

１
５

年
６

月
１

８
日

雇
児

福
発

第
号

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
家

庭
福

06
18

00
1

06
18

00
1

祉
課

長
通

知
の

「
母

子
家

庭
等

日
常

生
活

支
援

事
業

の
円

滑
な

運
営

に
つ

い
て

」
の

別
紙

２
に

定
め

祉
課

長
通

知
の

「
母

子
家

庭
等

日
常

生
活

支
援

事
業

の
円

滑
な

運
営

に
つ

い
て

」
の

別
紙

２
に

定
め

る
費

用
負

担
基

準
に

よ
る

徴
収

額
を

控
除

し
た

額
）

に
４

分
の

３
を

乗
じ

て
得

た
額

の
合

計
額

と
、

る
費

用
負

担
基

準
に

よ
る

徴
収

額
を

控
除

し
た

額
）

に
４

分
の

３
を

乗
じ

て
得

た
額

の
合

計
額

と
、

都
道

府
県

が
補

助
し

た
額

の
合

計
額

と
を

比
較

し
て

少
な

い
方

の
額

に
第

５
欄

に
定

め
る

補
助

率
を

都
道

府
県

が
補

助
し

た
額

の
合

計
額

と
を

比
較

し
て

少
な

い
方

の
額

に
第

５
欄

に
定

め
る

補
助

率
を

乗
じ

て
得

た
額

を
交

付
額

と
す

る
。

乗
じ

て
得

た
額

を
交

付
額

と
す

る
。

（
２

）
３

の
（

５
）

の
事

業
（

２
）

３
の

（
５

）
の

事
業

別
表

第
３

欄
に

定
め

る
基

準
額

と
第

４
欄

に
定

め
る

対
象

経
費

の
実

支
出

額
と

を
比

較
し

て
少

な
い

別
表

第
３

欄
に

定
め

る
基

準
額

と
第

４
欄

に
定

め
る

対
象

経
費

の
実

支
出

額
と

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
と

、
総

事
業

費
か

ら
寄

付
金

そ
の

他
の

収
入

額
を

控
除

し
た

額
と

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
方

の
額

と
、

総
事

業
費

か
ら

寄
付

金
そ

の
他

の
収

入
額

を
控

除
し

た
額

と
を

比
較

し
て

少
な

い
方

の
額

を
交

付
額

と
す

る
。

を
交

付
額

と
す

る
。

（
交

付
の

条
件

）
（

交
付

の
条

件
）

５
こ

の
補

助
金

の
交

付
の

決
定

に
は

、
次

の
条

件
が

付
さ

れ
る

も
の

と
す

る
。

５
こ

の
補

助
金

の
交

付
の

決
定

に
は

、
次

の
条

件
が

付
さ

れ
る

も
の

と
す

る
。

（
１

）
事

業
の

内
容

の
変

更
（

軽
微

な
変

更
を

除
く

）
を

す
る

場
合

に
は

、
厚

生
労

働
大

臣
の

承
認

を
受

（
１

）
事

業
の

内
容

の
変

更
（

軽
微

な
変

更
を

除
く

）
を

す
る

場
合

に
は

、
厚

生
労

働
大

臣
の

承
認

を
受

。
。

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
）

、
、

。
（

）
、

、
。

２
事

業
を

中
止

し
又

は
廃

止
す

る
場

合
に

は
厚

生
労

働
大

臣
の

承
認

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
２

事
業

を
中

止
し

又
は

廃
止

す
る

場
合

に
は

厚
生

労
働

大
臣

の
承

認
を

受
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

（
３

）
事

業
に

よ
り

取
得

し
、

又
は

効
用

の
増

加
し

た
価

格
が

、
単

価
５

０
万

円
以

上
の

機
械

及
び

器
具

に
（

３
）

事
業

に
よ

り
取

得
し

、
又

は
効

用
の

増
加

し
た

価
格

が
、

単
価

５
０

万
円

以
上

の
機

械
及

び
器

具
に

つ
い

て
は

、
適

正
化

法
施

行
令

第
１

４
条

第
１

項
第

２
号

の
規

定
に

よ
り

、
厚

生
労

働
大

臣
が

別
に

定
つ

い
て

は
、

適
正

化
法

施
行

令
第

１
４

条
第

１
項

第
２

号
の

規
定

に
よ

り
、

厚
生

労
働

大
臣

が
別

に
定

め
る

期
間

を
経

過
す

る
ま

で
厚

生
労

働
大

臣
の

承
認

を
受

け
な

い
で

、
こ

の
補

助
金

の
交

付
の

目
的

に
め

る
期

間
を

経
過

す
る

ま
で

厚
生

労
働

大
臣

の
承

認
を

受
け

な
い

で
、

こ
の

補
助

金
の

交
付

の
目

的
に

反
し

て
使

用
し

、
譲

渡
し

、
交

換
し

、
貸

し
付

け
、

担
保

に
供

し
、

又
は

廃
棄

し
て

は
な

ら
な

い
。

反
し

て
使

用
し

、
譲

渡
し

、
交

換
し

、
貸

し
付

け
、

担
保

に
供

し
、

又
は

廃
棄

し
て

は
な

ら
な

い
。

（
４

）
厚

生
労

働
大

臣
の

承
認

を
受

け
て

財
産

を
処

分
す

る
こ

と
に

よ
り

収
入

が
あ

っ
た

場
合

に
は

、
そ

の
（

４
）

厚
生

労
働

大
臣

の
承

認
を

受
け

て
財

産
を

処
分

す
る

こ
と

に
よ

り
収

入
が

あ
っ

た
場

合
に

は
、

そ
の

収
入

の
全

部
又

は
一

部
を

国
庫

に
納

付
さ

せ
る

こ
と

が
あ

る
。

収
入

の
全

部
又

は
一

部
を

国
庫

に
納

付
さ

せ
る

こ
と

が
あ

る
。

（
５

）
事

業
に

よ
り

取
得

し
、

又
は

効
用

の
増

加
し

た
財

産
に

つ
い

て
は

、
事

業
の

完
了

後
に

お
い

て
も

善
（

５
）

事
業

に
よ

り
取

得
し

、
又

は
効

用
の

増
加

し
た

財
産

に
つ

い
て

は
、

事
業

の
完

了
後

に
お

い
て

も
善

良
な

管
理

者
の

注
意

を
も

っ
て

管
理

す
る

と
と

も
に

、
そ

の
効

率
的

な
運

営
を

図
ら

な
け

れ
ば

な
ら

な
良

な
管

理
者

の
注

意
を

も
っ

て
管

理
す

る
と

と
も

に
、

そ
の

効
率

的
な

運
営

を
図

ら
な

け
れ

ば
な

ら
な
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い
。

い
。

（
６

）
こ

の
補

助
金

と
事

業
に

係
る

予
算

及
び

決
算

と
の

関
係

を
明

ら
か

に
し

た
別

紙
様

式
第

１
に

よ
る

調
（

６
）

こ
の

補
助

金
と

事
業

に
係

る
予

算
及

び
決

算
と

の
関

係
を

明
ら

か
に

し
た

別
紙

様
式

第
１

に
よ

る
調

書
を

作
成

す
る

と
と

も
に

、
事

業
に

係
る

歳
入

及
び

歳
出

に
つ

い
て

証
拠

書
類

を
整

理
し

、
か

つ
調

書
書

を
作

成
し

、
こ

れ
を

事
業

完
了

の
日

（
事

業
の

中
止

又
は

廃
止

の
承

認
を

受
け

た
場

合
に

は
そ

の
承

及
び

書
庫

書
類

を
事

業
完

了
の

日
（

事
業

の
中

止
又

は
廃

止
の

承
認

を
受

け
た

場
合

に
は

そ
の

承
認

を
認

を
受

け
た

日
）

の
属

す
る

年
度

の
終

了
後

５
年

間
保

管
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

受
け

た
日

）
の

属
す

る
年

度
の

終
了

後
５

年
間

保
管

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
）

、
、

（
）

、
、

７
都

道
府

県
は

国
か

ら
概

算
払

い
に

よ
り

間
接

補
助

金
に

係
る

補
助

金
の

交
付

を
受

け
た

場
合

に
は

７
都

道
府

県
は

国
か

ら
概

算
払

い
に

よ
り

間
接

補
助

金
に

係
る

補
助

金
の

交
付

を
受

け
た

場
合

に
は

当
該

概
算

払
を

受
け

た
補

助
金

に
相

当
す

る
額

を
遅

滞
な

く
間

接
補

助
事

業
者

に
交

付
し

な
け

れ
ば

な
当

該
概

算
払

を
受

け
た

補
助

金
に

相
当

す
る

額
を

遅
滞

な
く

間
接

補
助

事
業

者
に

交
付

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

ら
な

い
。

（
８

）
都

道
府

県
は

、
間

接
補

助
金

を
間

接
補

助
事

業
者

に
交

付
す

る
場

合
に

は
（

１
）

か
ら

（
６

）
に

（
８

）
都

道
府

県
は

、
間

接
補

助
金

を
間

接
補

助
事

業
者

に
交

付
す

る
場

合
に

は
（

１
）

か
ら

（
６

）
に

、
、

掲
げ

る
条

件
を

付
さ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
掲

げ
る

条
件

を
付

さ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

（
１

（
２

）
及

び
（

４
）

中
「

厚
生

労
働

大
臣

」
と

あ
る

の
は

「
都

道
府

県
こ

の
場

合
に

お
い

て
（

１
（

２
）

及
び

（
４

）
中

「
厚

生
労

働
大

臣
」

と
あ

る
の

は
「

都
道

府
県

）
、

）
、

知
事

」
と

「
国

庫
」

と
あ

る
の

は
「

都
道

府
県

」
と

（
３

）
中

「
厚

生
労

働
大

臣
の

承
認

」
と

あ
る

知
事

」
と

「
国

庫
」

と
あ

る
の

は
「

都
道

府
県

」
と

（
３

）
中

「
厚

生
労

働
大

臣
の

承
認

」
と

あ
る

、
、

、
、

の
は

「
都

道
府

県
知

事
の

承
認

」
と

（
６

）
中

「
補

助
金

」
と

あ
る

の
は

「
間

接
補

助
金

」
と

読
み

の
は

「
都

道
府

県
知

事
の

承
認

」
と

（
６

）
中

「
補

助
金

」
と

あ
る

の
は

「
間

接
補

助
金

」
と

読
み

、
、

替
え

る
も

の
と

す
る

。
替

え
る

も
の

と
す

る
。

（
９

（
８

）
に

よ
り

付
し

た
条

件
に

基
づ

き
都

道
府

県
知

事
が

承
認

す
る

場
合

に
は

、
あ

ら
か

じ
め

厚
生

（
９

（
８

）
に

よ
り

付
し

た
条

件
に

基
づ

き
都

道
府

県
知

事
が

承
認

す
る

場
合

に
は

、
あ

ら
か

じ
め

厚
生

）
）

労
働

大
臣

の
承

認
を

受
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
労

働
大

臣
の

承
認

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
）

間
接

補
助

事
業

者
か

ら
財

産
の

処
分

に
よ

る
収

入
の

全
部

又
は

一
部

の
納

付
が

あ
っ

た
場

合
に

は
、

（
）

間
接

補
助

事
業

者
か

ら
財

産
の

処
分

に
よ

る
収

入
の

全
部

又
は

一
部

の
納

付
が

あ
っ

た
場

合
に

は
、

10
10

そ
の

納
付

額
の

全
部

又
は

一
部

を
国

庫
に

納
付

さ
せ

る
こ

と
が

あ
る

。
そ

の
納

付
額

の
全

部
又

は
一

部
を

国
庫

に
納

付
さ

せ
る

こ
と

が
あ

る
。

（
申

請
手

続
）

（
申

請
手

続
）

６
こ

の
補

助
金

の
交

付
の

申
請

は
、

次
に

よ
り

行
う

も
の

と
す

る
。

６
こ

の
補

助
金

の
交

付
の

申
請

は
、

次
に

よ
り

行
う

も
の

と
す

る
。

（
１

）
市

及
び

福
祉

事
務

所
を

設
置

す
る

町
村

が
実

施
す

る
母

子
家

庭
等

就
業

・
自

立
支

援
事

業
、

母
子

家
（

１
）

市
及

び
福

祉
事

務
所

を
設

置
す

る
町

村
が

実
施

す
る

母
子

家
庭

等
就

業
・

自
立

支
援

事
業

、
母

子
家

庭
自

立
支

援
給

付
金

事
業

及
び

母
子

自
立

支
援

プ
ロ

グ
ラ

ム
策

定
等

事
業

庭
自

立
支

援
給

付
金

事
業

及
び

母
子

自
立

支
援

プ
ロ

グ
ラ

ム
策

定
等

事
業

市
町

村
長

は
、

別
紙

様
式

第
２

に
よ

る
申

請
書

を
都

道
府

県
知

事
が

別
に

定
め

る
日

ま
で

に
都

道
府

市
町

村
長

は
、

別
紙

様
式

第
２

に
よ

る
申

請
書

を
都

道
府

県
知

事
が

別
に

定
め

る
日

ま
で

に
都

道
府

県
知

事
に

提
出

し
、

都
道

府
県

知
事

は
、

前
記

申
請

書
を

受
理

し
た

と
き

は
、

必
要

な
審

査
を

行
い

、
県

知
事

に
提

出
し

、
都

道
府

県
知

事
は

、
前

記
申

請
書

を
受

理
し

た
と

き
は

、
必

要
な

審
査

を
行

い
、

適
正

と
認

め
た

と
き

は
こ

れ
を

と
り

ま
と

め
の

う
え

、
毎

年
度

１
０

月
末

日
ま

で
に

厚
生

労
働

大
臣

に
適

正
と

認
め

た
と

き
は

こ
れ

を
と

り
ま

と
め

の
う

え
、

毎
年

度
１

０
月

末
日

ま
で

に
厚

生
労

働
大

臣
に

提
出

す
る

も
の

と
す

る
。

提
出

す
る

も
の

と
す

る
。

（
２

）
上

記
（

１
）

以
外

の
事

業
（

２
）

上
記

（
１

）
以

外
の

事
業

別
紙

様
式

第
３

に
よ

る
申

請
書

を
毎

年
度

１
０

月
末

日
ま

で
に

厚
生

労
働

大
臣

に
提

出
し

て
行

う
も

別
紙

様
式

第
３

に
よ

る
申

請
書

を
毎

年
度

１
０

月
末

日
ま

で
に

厚
生

労
働

大
臣

に
提

出
し

て
行

う
も

の
と

す
る

。
の

と
す

る
。

（
変

更
申

請
手

続
）

（
変

更
申

請
手

続
）

７
こ

の
補

助
金

の
交

付
決

定
後

の
事

情
の

変
更

に
よ

り
、

交
付

申
請

の
内

容
を

変
更

し
て

追
加

交
付

申
請

７
こ

の
補

助
金

の
交

付
決

定
後

の
事

情
の

変
更

に
よ

り
、

交
付

申
請

の
内

容
を

変
更

し
て

追
加

交
付

申
請

、
、

。
、

、
。

等
を

行
う

場
合

に
は

６
に

定
め

る
申

請
手

続
き

に
従

い
毎

年
度

１
月

末
日

ま
で

に
行

う
も

の
と

す
る

等
を

行
う

場
合

に
は

６
に

定
め

る
申

請
手

続
き

に
従

い
毎

年
度

１
月

末
日

ま
で

に
行

う
も

の
と

す
る

（
交

付
決

定
ま

で
の

標
準

的
期

間
）

（
交

付
決

定
ま

で
の

標
準

的
期

間
）

８
国

は
、

交
付

申
請

書
又

は
変

更
交

付
申

請
書

が
到

達
し

た
日

か
ら

起
算

し
て

原
則

と
し

て
２

か
月

以
内

８
国

は
、

交
付

申
請

書
又

は
変

更
交

付
申

請
書

が
到

達
し

た
日

か
ら

起
算

し
て

原
則

と
し

て
２

か
月

以
内

に
交

付
の

決
定

（
決

定
の

変
更

を
含

む
）

を
行

う
も

の
と

す
る

。
に

交
付

の
決

定
（

決
定

の
変

更
を

含
む

）
を

行
う

も
の

と
す

る
。

。
。
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（
補

助
金

の
概

算
払

）
（

補
助

金
の

概
算

払
）

９
厚

生
労

働
大

臣
は

、
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

場
合

に
お

い
て

は
、

国
の

支
払

計
画

承
認

額
の

範
囲

内
に

９
厚

生
労

働
大

臣
は

、
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

場
合

に
お

い
て

は
、

国
の

支
払

計
画

承
認

額
の

範
囲

内
に

お
い

て
概

算
払

を
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

お
い

て
概

算
払

を
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

（
実

績
報

告
）

（
実

績
報

告
）

こ
の

補
助

金
の

事
業

実
績

報
告

は
、

次
に

よ
り

行
う

も
の

と
す

る
。

こ
の

補
助

金
の

事
業

実
績

報
告

は
、

次
に

よ
り

行
う

も
の

と
す

る
。

10
10

（
１

）
市

及
び

福
祉

事
務

所
を

設
置

す
る

町
村

が
実

施
す

る
母

子
家

庭
等

就
業

・
自

立
支

援
事

業
、

母
子

家
（

１
）

市
及

び
福

祉
事

務
所

を
設

置
す

る
町

村
が

実
施

す
る

母
子

家
庭

等
就

業
・

自
立

支
援

事
業

、
母

子
家

庭
自

立
支

援
給

付
金

事
業

及
び

母
子

自
立

支
援

プ
ロ

グ
ラ

ム
策

定
等

事
業

庭
自

立
支

援
給

付
金

事
業

及
び

母
子

自
立

支
援

プ
ロ

グ
ラ

ム
策

定
等

事
業

市
町

村
長

は
、

別
紙

様
式

第
４

に
よ

る
報

告
書

を
都

道
府

県
知

事
が

別
に

定
め

る
日

ま
で

に
都

道
府

市
町

村
長

は
、

別
紙

様
式

第
４

に
よ

る
報

告
書

を
都

道
府

県
知

事
が

別
に

定
め

る
日

ま
で

に
都

道
府

県
知

事
に

提
出

し
、

都
道

府
県

知
事

は
、

前
記

報
告

書
を

受
理

し
た

と
き

は
、

必
要

な
審

査
を

行
い

、
県

知
事

に
提

出
し

、
都

道
府

県
知

事
は

、
前

記
報

告
書

を
受

理
し

た
と

き
は

、
必

要
な

審
査

を
行

い
、

適
正

と
認

め
た

と
き

は
こ

れ
を

取
り

ま
と

め
の

う
え

、
翌

年
度

４
月

１
０

日
（

５
の

（
２

）
に

よ
り

事
適

正
と

認
め

た
と

き
は

こ
れ

を
取

り
ま

と
め

の
う

え
、

翌
年

度
４

月
１

０
日

（
５

の
（

２
）

に
よ

り
事

業
の

中
止

又
は

廃
止

の
承

認
を

受
け

た
場

合
に

あ
っ

て
は

、
当

該
承

認
通

知
を

受
理

し
た

日
か

ら
起

算
業

の
中

止
又

は
廃

止
の

承
認

を
受

け
た

場
合

に
あ

っ
て

は
、

当
該

承
認

通
知

を
受

理
し

た
日

か
ら

起
算

し
て

１
か

月
を

経
過

し
た

日
）

ま
で

に
厚

生
労

働
大

臣
に

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

し
て

１
か

月
を

経
過

し
た

日
）

ま
で

に
厚

生
労

働
大

臣
に

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
２

）
上

記
（

１
）

以
外

の
事

業
（

２
）

上
記

（
１

）
以

外
の

事
業

別
紙

様
式

第
５

に
よ

る
報

告
書

を
、

翌
年

度
４

月
１

０
日

（
５

の
（

２
）

に
よ

り
事

業
の

中
止

又
は

別
紙

様
式

第
５

に
よ

る
報

告
書

を
、

翌
年

度
４

月
１

０
日

（
５

の
（

２
）

に
よ

り
事

業
の

中
止

又
は

廃
止

の
承

認
を

受
け

た
場

合
に

あ
っ

て
は

、
当

該
承

認
通

知
を

受
理

し
た

日
か

ら
起

算
し

て
１

か
月

を
廃

止
の

承
認

を
受

け
た

場
合

に
あ

っ
て

は
、

当
該

承
認

通
知

を
受

理
し

た
日

か
ら

起
算

し
て

１
か

月
を

経
過

し
た

日
）

ま
で

に
厚

生
労

働
大

臣
に

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

経
過

し
た

日
）

ま
で

に
厚

生
労

働
大

臣
に

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
補

助
金

の
返

還
）

（
補

助
金

の
返

還
）

厚
生

労
働

大
臣

は
、

交
付

す
べ

き
補

助
金

の
額

を
確

定
し

た
場

合
に

お
い

て
、

既
に

そ
の

額
を

超
え

る
厚

生
労

働
大

臣
は

、
交

付
す

べ
き

補
助

金
の

額
を

確
定

し
た

場
合

に
お

い
て

、
既

に
そ

の
額

を
超

え
る

11
11

補
助

金
が

交
付

さ
れ

て
い

る
と

き
は

、
期

限
を

定
め

て
、

そ
の

超
え

る
部

分
に

つ
い

て
国

庫
に

返
還

す
る

補
助

金
が

交
付

さ
れ

て
い

る
と

き
は

、
期

限
を

定
め

て
、

そ
の

超
え

る
部

分
に

つ
い

て
国

庫
に

返
還

す
る

こ
と

を
命

ず
る

。
こ

と
を

命
ず

る
。

（
そ

の
他

）
（

そ
の

他
）

特
別

の
事

情
に

よ
り

４
、

６
、

７
及

び
１

０
に

定
め

る
算

定
方

法
、

手
続

き
に

よ
る

こ
と

が
で

き
な

い
特

別
の

事
情

に
よ

り
４

、
６

、
７

及
び

１
０

に
定

め
る

算
定

方
法

、
手

続
き

に
よ

る
こ

と
が

で
き

な
い

12
12

場
合

に
は

、
あ

ら
か

じ
め

厚
生

労
働

大
臣

の
承

認
を

受
け

て
そ

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

も
の

と
す

る
。

場
合

に
は

、
あ

ら
か

じ
め

厚
生

労
働

大
臣

の
承

認
を

受
け

て
そ

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

も
の

と
す

る
。

23




